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５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料：なし 

 

以下のホームページ掲載済みの資料を使用 

・大飯発電所第３，４号機 火災感知器増設に係る設計及び工事計画認可申請 

コメント回答について 添付資料（１月１７日のヒアリング資料－２） 

 

以上 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 はい。お待たせしました原子力規制庁の岩根です。それでは、大飯発

電所第 34号機に係る第 34号機の火災感知器増設に係る設計及び工

事計画の認可申請に関するヒアリングを始めたいと思います。 

0:00:17 それではですね、関西電力におかれては、資料の、前回のヒアリング資

料の資料 2の 57ページのところをお願いします。 

0:00:29 関西電力の方、準備できましたらお声掛けいただけますと幸いです。 

0:00:47 関西電力原子力事業本部でございます。1－2の 57ページをができま

したのでよろしくお願いいたします。 

0:00:57 はい。規制庁の岩野です。ありがとうございます。この本日ちょっとえっ

とですね、確認したいのがですね、この図この 57ページの施工上の留

意点の、 

0:01:08 1のところの、特に、 

0:01:11 1のところの 1ポツと 4ポツのところについて、主に確認をさせていただ

きたいと思ってます。 

0:01:18 ちょっと全体、そうですね。ちょっと本体の話に入る前に、1点だけちょっ

と法令的なところで確認したいんですけども。 

0:01:25 1の 4ポツのところのところで、上屋その他のっていうところの話なんで

すけども、消防法施行規則の第 23条 4項を、 

0:01:36 市野呂っていうところを示してもらっています。 

0:01:41 で、すみませんこれ私の理解ではですね、今 1のところは炎熱煙すべ

てに対して、4ポツ、1の 4ポツが、 

0:01:52 対応しますっていうふうになってると思うんとそういうふうに資料にはな

ってるんですけども。 

0:01:58 この第 23条 4項市野呂っていうのはですね、この感知器を除いた感知

器については、 

0:02:09 外部の桐生がⅡ、流通するところが、等は熱と煙が拡散するので設置

できないというふうになっていて、この感知器については設置できないっ

ていうふうに記載している、規定してる条文ではないと思ってます。 

0:02:25 関西電力に関西電力の方ではですねこの感知器も、この上屋その他概

要企業が流通する場所は、この感知器も置けないというふうに理解して

いますか、それとも、これは資料の書き間違いですか。 

0:02:48 関西電力原子力事業本部の仲でございます。ご指摘の点、解釈いたし

ましては、当初、我々の方では、煙熱のすべての感知器を設置しないと
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いう意図で書いてございましたがコメントいただきました件、おっしゃる

通りでございます。 

0:03:05 ですので、この感知器につきまして消防法施行規則通り、追加で設置

することを検討したいと思っております。以上でございます。 

0:03:17 はい、原子力規制庁の岩野です。ありがとうございます。それではこの

点については、この感知器は技術的には置けるっていうところも勘案し

て、これから対応していただければと思います。 

0:03:29 そうですね。続いてですね今回、 

0:03:34 Ｈポツの 1の 1ポツと 4ポツについて、メイン、メインをお聞きしたいっ

ていうところ。 

0:03:41 だったんですけども、 

0:03:43 今ですねすいません。2ポツの 3ポツのダクトとかのところも調べてもら

っていますけども、この 1 も含めて、 

0:03:53 我々全体、全体的な火災感知器、どういうものを設置すべきかとか、ど

ういうふうに設置すべきなのかとかどういうふうにこの、 

0:04:04 深く考えたらいいのかっていうところの、考え方としてですね、ざっくりこ

ういうことを考えてるんですけども、関西電力と同じ、共通認識とれます

かっていうところをまず確認させていただいてその上で、 

0:04:16 1の 1ポツと 4ポツのところ、次回以降でいいので具体的にこういうとこ

ろを説明、調べて、資料 2、 

0:04:23 追加してくださいってことをお願いしようと思ってます。 

0:04:27 で、衛藤まず、ざっくりこういう考え方じゃないかなっていうふうに考えて

るところはですね。 

0:04:33 まず、 

0:04:36 笠井、この一井に対応してるようなところであるだと。 

0:04:41 1に対応するようなところはですね火災区画として、本来設定すべき場

所なのかどうかっていうところをまず検討すべきかなと思ってます。 

0:04:50 火災区画っていうのは、屋内の、 

0:04:54 建屋の屋内の部分に対して、設置してくださいと、それから火災防護上

重要な機器等があるところについては設置してくださいというふうになっ

ています。 

0:05:02 例えばですね 4ポツの上屋のところとかっていうのは、それは奥内とし

てとらえて、 
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0:05:14 しかも、火災防護上重要な機器があるので、火災区画として設定します

っていう説明が、しっかりできるのかそれとも、いやそうじゃなくて、火災

区画として、 

0:05:24 設定する必要は実はないところなのか。 

0:05:28 ていうところのその火災区画としてまず本当に設定しなきゃいけないか

っていうところをまず、しっかり検討した上で、検討していただきたい。そ

の上で、火災区画とスクイ区域とする。 

0:05:41 はい。 

0:05:42 すいません火災区域ですね。 

0:05:44 火災区域として設定すべきかどうかというところをしっかり検討してもら

った上で、葛西区磯野火災区域に、 

0:05:51 設置する火災感知器としてですね、火災感知器それぞれについて技術

的に置けないのか。 

0:05:58 どうかというところを次に検討してもらいたい。 

0:06:01 技術的にはそれで技術的には置けるんだけれども、相当の理由があっ

ておかないっていう判断をするのであれば、 

0:06:12 その火災区域、もしくは区画に対して、火災防護上、すいません。同じ

火災区画に対して、 

0:06:20 火災防護上重要な機器が同じ火災区画の中にあるのかどうかであるだ

とか、火災、 

0:06:26 火災区画内に火災の影響を限定できるのかどうかっていうところが、こ

れまでいろいろ検討した他のエリアと同じレベルで説明できるかどうか

というところを次に検討していただいて、 

0:06:38 もしそういうことができるんであればこれまでに整理してきたエリアと同

じような整理をして、十分な保安水準っていうところで、もしかしたら整理

できるかもしれない。こういう考え方で、 

0:06:49 我々、整理すべきじゃないかなって考えています。 

0:06:54 もしすみませんちょっと長くなったんですけども、関西電力の方で、今の

考え方に乗れるのかどうか、それとも違う考えを持ってるのかどうかって

いうところ。すいません。ちょっと長くなったんですけれども。 

0:07:07 はい。考えているところを回答いただけますでしょうか。 

0:07:14 関西電力吉田でございます。今 1の 1ポツ目 4御説明について、言わ

れる部分の考え方をご説明いただきましたけども、我々もちょっとこの辺 

0:07:26 整理しておりまして、いろいろ検討した結果、1ポツ目、これについて

は、感知器を設置できるので、2種類を設置すべきと。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:39 いうふうに判断しております。4ポツ目につきましては、おっしゃるように

こちらもですね、ここから陸域に、 

0:07:48 の中にすべきなのかどうかというところを考えた時に、額等があるという

だけで、 

0:07:59 その上屋の手前で火災区域を切ることもできるんじゃないかというふう

にちょっと今検討しているところでございます。 

0:08:11 もし火災区域の外という整理であれば、感知器の設置対象外となります

し、野中というふうに整理すれば、先ほどのものをつけれるけれども、 

0:08:25 もう 1種類というところは、どうすべきかというところで、ちょっと検討して

いただくでございます。またその辺、最終的に、 

0:08:37 判断して、資料を提出させていただきたいと思います。 

0:08:44 はい、規制庁の岩野です。ありがとうございます。 

0:08:47 1の 1ポツ等、4ポツについては今の検討状況よくわかりました。 

0:08:53 その考え方っていうんですかねどう分類すべきかとかどう対応すべきか

っていうところの何か考え方については、 

0:09:00 いかがでしょうか。 

0:09:02 観点に、ちょっと待ってください。 

0:09:12 はい。 

0:09:14 はいすいません。規制庁の岩野です訂正します。我々、今みたいな考

え方ではないかなと思っているのでそういうところを踏まえて、次回以降

ですね、資料なりを作成して、説明していただければと思います。 

0:09:28 今 1の 1ポツと 4ポツについてっていうことだったんですけど、他の 

0:09:35 1の 2ポツであるだとか、3ポツであるだとかっていうところも同じような

考え方で、分類していって整理すべきかなと思っていますので、そういう

ところも 

0:09:46 あわせてお答えをいただけますと幸いです。 

0:09:48 関西電力におかれてはいかがでしょうか。 

0:09:54 関西電力の志田でございます。シャワー室につきましては、車両に法令

の解釈からいくと、設置すべきエリアになるということで、こちらも理解し

ましたんで。 

0:10:08 また設置できる感知器については熱感知器のというところで、シャワー

室の中には、熱感知器を設置というふうに考えております。もう 1種類

の煙感知器或いは法の関係。 

0:10:22 これをどうするかというところで、抜くと、水蒸気の発生エリアと爆轟エリ

アというところもあるので、 
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0:10:32 消防法施行規則では設置に向かないと、ありますんで、またもう 1種

類、隣接のエリアへの火災の影響を考えたときには、何かしら、 

0:10:47 扉の外になるかもしれないですけども、もう 1種類煙なりつけた方がい

いんではないかというところで今検討しているところでございます。 

0:10:58 3ポツ目の確定ですね。 

0:11:02 額等については、これは設置を今、 

0:11:08 考えているところでございます。2種類設置という方向で考えておりま

す。 

0:11:15 規制庁都築です。現時点においてまだ検討中だと思いますので、 

0:11:22 今のところそういう方向でっていうところは聞き置きました。 

0:11:27 で、規制庁として気にしているのは、このＨの四つ、四つの中ボツにつ

いて、 

0:11:36 それぞれの区域だったり区画だったりが、 

0:11:39 括弧個別に、 

0:11:41 設計されるっていうふうになるのが嫌らしいなと思っているだけで、 

0:11:47 基本設計方針として、こういう考え方で落とし込んでいったんですよって

いうような、 

0:11:56 結局は分類分けだと思いますけど。 

0:11:59 そういう整理をされた結果としてこうなりましたっていう説明を、 

0:12:05 していただけると、多分手続きとうまく親和するのかなっていうふうに思

って、先ほどちょっと、 

0:12:14 島イワノがいろいろ断定的な感じで言いましたけれども、うちとしてそれ

を断定するわけじゃないので、まずは 

0:12:22 今私が申し上げたような趣旨で、関西電力の考え方を聞きたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

0:12:33 関西電力吉澤でございます。前回のヒアリングでも、いろいろ保安水準

を適用するエリアについてどのような考えでそうするかという全体整理

が必要ではないかというご示唆もいただきましたので、 

0:12:50 ちょっとこの消防法施行規則通りに 2種類ともつけれないというところに

ついては、そのあたり、考え方符号の形できちっと整理をして、その結

果このエリアはこうだとか、 

0:13:06 そういうふうに保安水準を、ぶり、府グループ分けして、最終、基本設計

方針に送り込みたいと今考えてるところでございます。 

0:13:20 はい。規制庁の今野です。それではその方向で整理をお願いします。 
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0:13:25 あわせてですねちょっと参考情報で、1の 1ポツであるだとか、4ポツに

1回対応するようなところはですね、どういうところが対応していて、 

0:13:35 どういうところが対該当する箇所で、 

0:13:43 そうですね。どういう場所なのかっていうところを写真か何か、ちょっと添

付していただいて、網羅的にどういう場所なのかっていうところを確認し

ていただきたいと。 

0:13:55 思いと思っていますので、そういった資料の作成も、お願いします。 

0:14:06 関西電力の竹田でございます。現地の状況をわかる資料につきまして

は写真も含めまして、現在準備してございますので、それが完成しまし

たら、 

0:14:20 資料として提示させていただきます。以上です。 

0:14:24 はい。規制庁の岩野です。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

0:14:29 事務局からは、 

0:14:33 はい。こっちに事務局から規制庁側からはと、これ以上特段コメントはご

ざいません。関さん。本件について、コメント等あればお願いします。 

0:14:45 一色です今までのお話伺ってる限りでは有馬殿のコメントはありませ

ん。ちょっと今日は 

0:14:54 1の 1ポツ 4ポツの話をちょっとしてなかったねっていうところからちょっ

と急遽ヒアリングの方はさせていただいたんですけど事業。 

0:15:02 関西電力の今までの話聞くとそれなりにお考え。 

0:15:07 お考え中ということ。 

0:15:10 であるということがよくわかりましたので、うち整理の方向性について

も、そんなにずれてないなあというのも確認取れましたので、儘田さん、

関西電力の考え方というのをしっかりお示しいただいた上で、 

0:15:25 私たちの方で確認を、確認をしていきたいと思います以上んなりす。 

0:15:34 はい。規制庁の今野です。ありがとうございます。それでは関西電力の

方から、本件について何かコメントとか、伝えておきたいこと等あればお

願いします。 

0:15:52 はい。関西電力原子力事業本部比留間でございます。はい、ありがとう

ございます。本日もですねちょっとやりとりさせていただいて、沖さんの

頭の整理、 

0:16:02 進めておりまして、ありがとうございました。ちょっとこの後の段ローリー

のちょっと確認だけなんですが、もとよりの、先日のヒアリングの時にで

すね。 
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0:16:15 第三で見たみたいな資料の出し方のご相談をした際に、審査会合年度

に完了の急ぐものについては、重要なものについては、今週の金曜日

にということで私ども 

0:16:30 お約束というかさせていただいたと思っております。で、ちょっと今日も

ですね確認事項というものを伴ってございますので、ちょっと合わせるで

すね、お出しできるものついては今までも準備進めてございますが、 

0:16:44 主協の中でですね特段、特に重要な不同とかですね、保安水準を実験

する考え方の仕分けであるとか、そういったところのですね、ポイントと

なるようなものをですね。 

0:16:58 先に週末にを入れさせていただいて、それらを補強するですね、例えば

図面の位置関係とかですね、そういったものについては、何とかちょっと

週末に間に合わないものはですね。 

0:17:13 週明けに、を入れさせていただくという形でお願いできないかというふう

には考えておりますが、いかがでしょうか。 

0:17:32 はい。規制庁の岩野です。すいません念のため確認なんですけど、例

えばですね今週金曜日に出されるその方針とか考え方っていうのは、

考え方についてはもう確立したものが出てくると、そういう理解でよろし

いですか。 

0:17:48 はい。関西の比留間でございます。今ちょっと個別の例についてご説明

しましたが、その考え方を整理したものをですね、音声での適用の仕方

とか、そういったものを整理したものを今週に、まずお出ししたいと考え

ております。 

0:18:03 それらの裏付けとなるですね、図面とか、現場の位置関係とか、そうい

ったものをお示しできる図面類とかですね、そういったものはちょっと大

仕分けにさしていただければ、そういったお考えでございます。 

0:18:18 原子力規制庁の岩野です。少々お待ちください。 

0:18:22 すいません規制庁の関です。基本、 

0:18:26 了解をしましてちょっと今週の話に関しては今日の明日の話ですんで十

分ご努力されてると、私も思ってますので、まずはちょっと考え方の方を

出していただきたいなと思ってます。それから、 

0:18:40 ちょっと個別のところがどうこうというよりかは、 

0:18:46 その考え方でまずう。 

0:18:49 共通認識をしっかり取っていってそれで、最後個別がこういうところだよ

ねっていう。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:18:57 いう図面の話に最後は行くと思うんで、必ずしも図面が最初っからなき

ゃいけない、いけないというわけではないので、 

0:19:07 そこはどちらかと考え方をまずはしたいただけるものであれば、か。 

0:19:14 いただいてそれを私たちも来週月曜日ぐらいできちんと見て、それでち

ょっと違うぞっていうことが、ちょっと認識が違うんだけどっていうところ

が、 

0:19:24 あるようであれば、ちょっと 

0:19:28 本当に違うのか、であるとかそういう事実確認をするヒアリングをして、

まずちょっと考え方がやっぱり同一なのかなというところをとにかく綺麗

にしていきたいと思いますので、 

0:19:39 ちょっとそっちを優先という形でお願いをしたいと思います。 

0:19:46 なので必ずしもその図面が全部、 

0:19:50 特急というわけではありませんレンジとしてはちょっとこんなところってい

うのは示していただきたい。1日は示していただきたいという程度でやっ

ていただけると、そちらの理想数も考えると、 

0:20:04 いいのかなあというふうに考えてます。ちょっと私の勝手な考え申し上

げましたけれども、関西電力から何か意見があれば言ってください。 

0:20:15 はい。賛成電力契約事業本部終了でございます。関さんありがとうござ

います。こちらも全く同じ考え方でございまして、先ほど、吉田は国家関

係者が持ってましたようにですね。 

0:20:30 今回のＫＦＣのＲＡの項目も含めてですね、今回見直すことといたしまし

たので、保安水準の適用するグループ分けとかですね。 

0:20:40 そういったものをちょっと仕分けのフローという形で今作成しております

ので、そういったものを示しながらですね、その結果、この凡例のＨのと

ころは、見直し後どのような姿になるのかですね。 

0:20:54 そういったことを先にお出しすることで考えたいと思ってます。その上で

必要なですね、ちょっとイメージを持っていただくために、自分っていう

のはちょっと少なか優先してつけないかというのはちょっとこの後また修

正をいたしますが、 

0:21:07 そのような段取りで考えてございます。 

0:21:11 はい、規制庁オフィスは大体同じなんで家それでお願いします。ＣＴも一

言言えば、やはり 2月の 7日を週に置いている。 

0:21:22 2月の 7日だと思いますけど、動いている会合。 

0:21:26 の断面ではやっぱりそこの考え方が、 

0:21:31 いかに共通な理解になるのか、或いは違っているのかっていうところ。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:21:36 んがやはりかけるべきところで大事なところなので、そこを優先して私た

ちもやりたいと思います。もうこれ以上返答は求めません。 

0:21:46 私から以上になります。ありがとうございました。 

0:21:53 はい。規制庁の岩野です。それではそのようによろしくお願いいたしま

す。 

0:21:59 すみません最後に関西電力から何かあれば、お願いします。何もなけ

ればこれヒアリングは終わりたいと思います。 

0:22:07 はい。河西小柴でございます。僕らもございませんので、この後頑張っ

て資料まとめたいと思います。ありがとうございました。 

0:22:18 はい。ありがとう。現世規制庁の今野です。ありがとうございました。そ

れでは本日のヒアリングを終わりたいと思います。 

 


